
正会員
会員名簿（50音順）一般社団法人

ア イ ザ ワ
㈲ 井 上 空 調 サ ー ビ ス
㈲ 生 方 電 気
㈱エスディメンテナンス関東支店
金 井 興 業 ㈱
㈱ カ ヌ マ
㈲カネタエンンジニアリング
川 南 鋼 機 ㈱
関 東 精 機 ㈱
㈱ キ ク チ
㈲ 空 衛 ア シ ス ト
群 馬 機 工 ㈱
広 栄 テ ク ノ ㈱
興 和 冷 熱 ㈱
㈲ 小 林 製 作 所 吉 岡 工 場
㈱ 三 和 冷 熱
角 田 冷 機 工 業 ㈱
㈱ テ ス
日 本 燃 設 ㈱
パナソニック関東設備㈱
㈲ 原 田 空 調 設 備
久 松 商 事 ㈱
ヒ ロ テ ッ ク
福 田 空 調 サ ー ビ ス ㈱
㈲ 堀 地 電 気
㈱ 山 田 冷 凍
㈱ ヤ マ ト
大 和 メ ン テ ナ ン ス ㈱
㈱ ヤ マ ニ 熱 工 業
㈲ ヤ マ モ ト サ ー ビ ス
㈱ ラ イ ズ
理 工 熱 学 ㈱
㈲ リ ョ ウ モ ウ
㈱ 和 田 設 備 工 業
㈱ ワ イ ズ
㈱ 山 内 電 設
㈲ ラ イ ト
ニ チ レ イ 設 備 ㈱
ス ズ キ メ ン テ ナ ン ス
㈲ メ イ ダ イ 空 調
田 島 空 調 設 備
㈲ 松 岡 電 気 設 備
㈱ ク ボ タ
群 馬 総 合 設 備 ㈱

㈲ ア ー デ ル
ア イ シ ン 電 機 ㈲
（ 有 ） 赤 木 重 機
東 金 属 ㈱（ 群 馬 工 場 ）
㈲ 新 井 設 備 工 業
㈲ エ ア コ ン サ ー ビ ス
栄 伸 工 業 ㈲
㈱エス・エス・ニジュウイチ
エ フ テ ッ ク
㈱岡野空調エンジニアリング
小 川 設 備 工 業 ㈱
小 倉 設 備 興 業 ㈱
㈱ 神 寛
関 東 冷 熱 ㈱
㈱ キ ン ケ ン
桑 原 電 気 工 事 ㈱
㈲ サ ン キ ョウ シス テム
㈱三興エンジニアリング
三 和 水 工 ㈱
新 和 設 備 ㈱
㈱ 菅 原 空 調 サ ー ビ ス
㈲ 鈴 木 設 備 工 業
㈲ 高 尾 商 店
㈲ 津 久 井 工 業
㈲ 東 毛 冷 機
㈱ ト ー カ イ
㈱ 中 島 自 動 車 電 装
中 田 屋 ㈱ 伊 勢 崎 工 場
中 西 工 業 ㈱
㈱ ヒ カ リ Ｓ . Ｅ
㈱ 広 藤
㈲ 福 田 冷 凍 機

㈱ 藤 田 商 店
フ ジ 冷 熱 サ ー ビ ス ㈲
㈱ ニ コ プ ロ ジ ェ ク ト
星 野 管 工 ㈱
ＭＡＳＡテクノサービス㈱
㈲ 町 田 電 化 設 備
㈱ 松 本 冷 機
みどり・メンテナンス（株）
㈱ 村 山 管 工
や ま もと 電 機 さ ー び す
㈲ 和 光 冷 熱
㈱大澤エンジニアリング
新 井 空 調 ㈱
㈲ 芝 崎 設 備 サ ー ビ ス
M ' s　 a i r   s y s t e m  ㈱
㈱ ユ ニ オ ン ト ラ ス ト
エ ア ー ズ コ ネ ク ト ㈱
㈱ グ ン レ イ
エ ム ス タ イ ル ㈲
㈲ 渡 辺 電 機 サ ー ビ ス
竹 内 冷 熱 ㈱

中 央 地 区

東 地 区 ・ 南 地 区
373-0852
370-0523
372-0021
370-0313
372-0833
370-0332
376-0011
370-0523
370-0523
379-2214
373-0025
372－0813
374-0016
372-0801
376-0011
376-0011
379-2235
376-0013
372-0834
370-0503
370-0128
370-0613
370-0514
373-0011
370-0113
373-0821
372-0812
372-0801
372-0823
379-2222
379-2301
376-0053

㈲ ア イ エ ア ー
㈲ 浅 見 工 業
石 田 建 材 工 業 ㈱
糸 井 商 事 ㈱
エ ス ・ エ ー ・ シ ー ㈲
荻 原 設 備 ㈱
㈱ 貝 沢 設 備 工 業
ク シ ダ 工 業 ㈱
熊 井 戸 工 業 ㈱
五 常 工 業 ㈱
サ ン ア イ 冷 熱 ㈱
三 栄 商 事 ㈱
三 建 工 業 ㈱
㈱ サ ン パ ッ ク
㈱ シ イナ エ ア シス テム
信 建 総 合 設 備 ㈱
㈲ ス ト ウ エ ア コ ン
㈱ 大 建 空 調 設 備
髙 瀬 電 気 ㈱
㈱ テ ク ニ カ ル か ん だ
パナソニック産機システムズ㈱首都圏支店群馬営業所
針 谷 工 事 ㈱
㈱日立ビルシステム関越支社
藤田エンジニアリング㈱
藤田ソリューションパートナーズ㈱
藤 田 テ ク ノ ㈱
㈱ 北 斗 工 営
細 谷 工 業 ㈱
堀 内 設 備
㈱ マ ル ミ ツ
三菱重工冷熱㈱北関東支店上信越営業所
ミ ヤ ケ 工 業 ㈱
㈱ 盟 善 施 設
㈱ ヤ マ ジ ス
㈱ ユ ー ア イ 冷 暖 房
両 毛 設 備 機 工 ㈱
㈱ 冷 熱 工 業
渡 辺 設 備 工 業 ㈱
三 協 セ イ コ ー
㈱ 若 松 工 業
㈱ エ コ フ ィ ー ル ズ
㈲ 大 恵 産 業
福 島 工 業 ㈱ 高 崎 営 業 所
㈱ U R B A N 空 工
㈱テクニカルサービスワタナベ
㈱ Ｓ Ｅ Ｉ
㈱ C - S T A F F
㈲ 永 岡 工 業 所

西地区

賛助会員
㈱ 環 境 総 研
群馬県冷凍設備保安協会
サンデンホールディングス㈱
鶴 星 商 事 ㈱
赤 尾 商 事 ㈱

363-0027
371-0025
372-0052
370-0801
370-0857

埼玉県桶川市川田谷1649-1
前橋市紅雲町1-7-12-3F
伊勢崎市寿町20
高崎市上並榎町236
高崎市上佐野町282-1

048-789-2302
027-210-6677
0270-24-1171
027-361-0605
027-323-4884

377-0064
371-0235
377-0064
379-2153
371-0845
379-2106
377-0702
371-0056
371-0854
371-0046
371-0245
371-0044
370-2154
371-0013
370-3607
379-2131
371-0804
371-0842
377-0007
371-0844
379-2122
371-0055
379-2141
371-0057
377-0031
371-0837
371-0844
371-0844
371-0024
371-0007
371-0103
371-0057
371-0014
371-0051
379-2123
371-0012
370-3573
379-2147
371-0812
370－3504
371－0857
370-3503
379-2147
371-0855

渋川市北橘町八崎803-2
前橋市滝窪町536-5
渋川市北橘町八崎983
前橋市上大島町１４９－４
前橋市鳥羽町36-1
前橋市荒子町778
吾妻郡高山村大字中山6536-13
前橋市青柳町61１－７
前橋市大渡町2-1-10
前橋市川原町1-51-1
前橋市市之関町1049-14
前橋市荒牧町1-17-17
前橋市天川大島町1316-38
前橋市西片貝町2-130-3
北群馬郡吉岡町小倉404
前橋市西善町751-1
前橋市六供町1096-3
前橋市下石倉町33-8
渋川市石原50-3
前橋市古市町1-50-14
前橋市駒形町1203-4
前橋市北代田町691
前橋市鶴光寺町80-1
前橋市上細井町1880-8
渋川市阿久津100-3
前橋市箱田町26-1
前橋市古市町118
前橋市古市町346
前橋市表町2-18-15
前橋市上泉町3449-1
前橋市富士見町小暮530-4
前橋市竜蔵寺町118-1
前橋市朝日町1-4-6
前橋市上細井町243-2
前橋市山王町2-44-7
前橋市東片貝町896
前橋市青梨子町1390-1
前橋市亀里町２４６
前橋市広瀬町３－３３－２２
北群馬郡榛東村広馬場2194－6
前橋市高井町１－２６－８サンハイツ高井３０５
北群馬郡榛東村新井656
前橋市亀里町５２３
群馬県前橋市問屋町1-11-4

376-0002
379-2304
379-2221
376-0013
379-2234
370-0312
372-0842
379-2311
372-0801
373-0802
372-0001
376-0123
370-0102
372-0855
370-0126
372-0834
372-0855
374－0019
372－0842
372-0844
372-0832

太田市新井町81-28
邑楽郡大泉町吉田3440-1
伊勢崎市上諏訪町1635-2
太田市新田反町町131
伊勢崎市富塚町226-12
太田市新田中江田町1306
桐生市相生町5-2091-7
邑楽郡大泉町吉田1221-17
邑楽郡大泉町吉田1071-122
伊勢崎市下触町1029-1
太田市熊野町3-10
伊勢崎市連取元町2－3
館林市松原2-6-26
伊勢崎市宮子町3290
桐生市相生町2-588-59
桐生市相生町2-772-7
伊勢崎市三室町4543-5
桐生市広沢町5-1167
伊勢崎市堀口町872-5
邑楽郡千代田町赤岩275-1
伊勢崎市境保泉415-7
邑楽郡邑楽町狸塚1187-3
邑楽郡大泉町朝日3-11-38
太田市只上町1978-1
みどり市大間々町高津戸430-12
太田市下浜田町117
伊勢崎市連取町3290-5
伊勢崎市宮子町1211-9
伊勢崎市今井町732-1
伊勢崎市田部井町1-1671-24
太田市藪塚町3021-8
桐生市東久方町2-6-49

桐生市境野町7-1813-57
太田市大原町383-40
伊勢崎市国定町1-539-1
桐生市広沢町5-1449
伊勢崎市東小保方町3494-1
太田市新田村田町２０３８－６
伊勢崎市馬見塚町1365-2
みどり市笠懸町阿左美1153-7
伊勢崎市宮子町1191-31
太田市矢場新町147-48
伊勢崎市波志江町2849-2
桐生市新里町武井629-85
伊勢崎市境上渕名１３４６－２４
伊勢崎市長沼町２６２５－５
伊勢崎市境下武士2517-1
伊勢崎市堀口町92-1
伊勢崎市長沼町１８１３－１
館林市尾曳町７－３１
伊勢崎市馬見塚町２７８－１
伊勢崎市羽黒町４－２
群馬県伊勢崎市除ケ町315-6

0276-45-3914
0276-55-6602
0270-25-3411
0276-56-1121
0270-32-2945
0276-56-2517
0277-32-3191
0276-20-1251
0276-56-6954
0270-75-2822
0276-25-2141
0270-25-2915
0276-74-2722
0270-24-8520
0277-52-8111
0277-52-5433
0270-63-4399
0277-52-5816
0270-32-0575
0276-86-4188
0270-74-8580
0276-88-2204
0276-62-2019
0276-37-4518
0277-73-1423
0276-46-5821
0270-24-5678
0270-23-8141
0270-25-5900
0270-63-0020
0277-78-0553
0277-44-8010

0277-43-5283
0277-78-7183
0270-63-8554
0277-54-4005
0270-75-3057
0276-57-4663
0270-32-4288
0277-76-7220
0270-26-0921
080-5012-4640
0270-23-6386
0277-74-1620
0270-76-6556
0270-32-3906
0270-75-5747
0270-32-9555
0270-61-9308
0276-72-7567
0270-32-5356
0270-32-0670
0270-61-8364

370-0844
375-0012
370-0851
370-1115
370-0007
370-0864
370-0004
370-0042
370-0046
370-1103
370-0031
370-1201
370-0801
370-0862
370-1207
370-0042
370-0883
370-0075
370-0864
375-0017
370-0004
370-1301
370-0849
370-0069
370-0069
370-0069
370-0851
370-0802
370-3112
370-1203
370-0006
370-0873
370-0033
370-1201
370-0042
370-0883
370-0015
370-1213
370-0862
379-0225
370-3504
370-0855
370-0852
370-0023
370-0046
375-0041
370-0884
370-1301

高崎市和田多中町358
藤岡市下戸塚564-2
高崎市上中居町684
佐波郡玉村町五料120
高崎市問屋町西2-5-3
高崎市石原町1216
高崎市井野町1141-1 Felicita・F
高崎市貝沢町965
高崎市江木町710-1
佐波郡玉村町樋越124-3
高崎市上大類町766-6
高崎市倉賀野町2453-8
高崎市上並榎町145-8
高崎市片岡町1-6-3
高崎市綿貫町742-1
高崎市貝沢町625
高崎市剣崎町843-2
高崎市筑縄町28-5
高崎市石原町3049-3
藤岡市篠塚482
高崎市井野町338-1
高崎市新町2330-5
高崎市八島町２６５番地
高崎市飯塚町1174-5
高崎市飯塚町1174-5
高崎市飯塚町1174-5
高崎市上中居町298
高崎市並榎町85-7
高崎市箕郷町善地805-1
群馬県高崎市矢中町352-7
高崎市問屋町2-5-7
高崎市下豊岡町1267
高崎市中大類町字前田652-1
高崎市倉賀野町４７４８-１３
高崎市貝沢町1151-9
高崎市剣崎町1216
高崎市島野町1479-1
高崎市山名町1581-2
高崎市片岡町3-21-11-103
安中市松井田町八城３２０-３
北群馬郡榛東村広馬場２２３６－１大塚工業ﾋﾞﾙ２F
高崎市下佐野町１００６
高崎市中居町４－４－１
高崎市中島町８１－３
高崎市江木町９７８－２ソレイヤン２０５
藤岡市緑埜１５９－２
高崎市八幡町７２-１０
群馬県高崎市新町2722-2

027-327-7866
0274-22-2880
027-327-3303
0270-65-7271
027-361-8294
027-322-2281
027-362-3723
027-362-1234
027-322-4187
0270-64-5111
027-352-8238
027-347-1555
027-361-3033
027-322-6377
0270-55-2925
027-362-8230
027-343-5158
027-363-2140
027-326-7100
0274-23-7747
027-362-7693
0274-42-0449
027-324-1920
027-361-1111
027-361-7111
027-361-8111
027-322-2627
027-362-7711
027-371-3085
027-353-3749
027-362-2447
027-326-2335
027-352-0104
027-386-8439
027-381-5928
027-343-8143
027-353-1118
027-346-1664
027-327-2412
027-381-8169
0279-26-7612
027-347-3809
027-350-7045
027-381-8208
050-1528-7171
0274-23-3851
027-393-6616
0274-42-0047

0279-24-5691
027-230-4017
0279-23-6420
027-290-6061
027-251-6851
027-268-5577
0279-63-3198
027-233-1945
027-251-2121
027-234-2581
027-283-8595
027-234-8435
027-212-9707
027-243-3701
0279-54-3101
027-266-8700
027-265-2624
027-253-9434
0279-24-4111
027-251-0571
027-289-6458
027-231-8225
027-265-4520
027-231-9626
0279-23-1176
027-251-9838
027-290-1800
027-290-1813
027-225-7400
027-269-4131
027-212-8025
027-233-6693
027-260-3210
027-231-2790
027-280-8406
027-243-7625
027-256-7337
027-265-4371
027-261-6400
0279-20-5043
090-8011-0789
0279-54-0278
027-289-6803
027-219-3700

【平成30年9月30日 現在】

地球環境を保全するためにフロン回収という分野の「開拓者」「最
前線」であることを表現している。

第31号
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平成30年度 フロン協会員によるフロン類回収量等の集計結果

廃棄の際の回収量 修理（整備）の際の回収量
全体回収量
平成 年度当初に保管していた量
フロン類再生業者に引き渡した量
フロン破壊業者に引き渡した量
自ら再利用した量
第 条に規定する者に引き渡した量
平成 年度末に保管していた量

設置時充填量 設置以外充填量

号        1 　　　31号

前年比％前年比％

第16回通常総会並びに創立２０周年記念式典を開催

議案の
内容

第１号議案 平成30年度事業報告承認の件
第２号議案 平成30年度収支決算報告並びに監査報告とその承認の件
第３号議案 平成31年度事業計画（案）決定の件
第４号議案 平成31年度収支予算（案）決定の件
第５号議案 その他 大島前事務局長へ感謝状の贈呈

20年の歩み

総会の様子

感謝状贈呈

　令和元年５月２７日、ホテルメトロポリタン高崎において、第１６回通常総会並びに
創立２０周年記念式典を開催しました。
　総会では、開会のあいさつの後、議長に選出された藤田代表理事により直ちに議案
の審議に入り、慎重審議の結果すべての議案が原案どおり承認可決されました。
　本年度についても、フロン排出抑制法に基づき、地球温暖化防止及びオゾン層保護
のため、協会事業を通じフロン類の大気中への排出抑制に貢献することを経営方針と
し、フロン類の回収・破壊処理事業のほか、充填回収に携わる技術者の育成、フロン
漏洩排出削減に関わる”見える化”事業、啓発活動や情報発信などの事業計画が盛り
込まれました。
　なお、総会において、協会設立から今日まで事務局長としてご尽力いただいた大島
貞夫様の長年の労をねぎらい、藤田代表理事から感謝状が贈られました。

　休憩をはさんで開催された２０周年記念式典では、藤田代表理事のあいさつの後、
協会のフロン破壊処理に多大の貢献をされた会員の方々に、代表理事から感謝状が贈
呈されました。ご出席いただいたたくさんのご来賓から、ご祝辞を頂戴し、群馬大学教
授の西薗大実様には、当協会のこれまでの取り組みや今後の展望についてご講演いた
だきました。
　総会並びに記念式典終了後、別室において多数の参加者のもと記念パーティーが催
され、県環境局環境保全課中島穂泉課長のご挨拶と乾杯のご発声により開宴となり
大いに親睦を深める時間を過ごすことができました。

破壊量関係
有限会社アイエアー 殿
東金属株式会社 殿
栄伸工業有限会社 殿
エス・エー・シー有限会社 殿
群馬機工株式会社 殿
興和冷熱株式会社 殿
サンデンホールディングス株式会社 殿
有限会社ストウエアコン 殿

感謝状贈呈者（五十音順）

ご来賓の方々

建設新聞に掲載されました

破壊施設関係
株式会社環境総研 殿
管理センター関係
中央地区管理センター 株式会社ヤマト 殿
東地区管理センター 中西工業株式会社 殿
西地区管理センター 細谷工業株式会社 殿
南地区管理センター 
　　　　  藤田テクノ株式会社太田支店 殿

中西工業株式会社 殿
久松商事株式会社 殿
藤田テクノ株式会社 殿
星野管工株式会社 殿
細谷工業株式会社 殿
ＭＡＳＡテクノサービス株式会社 殿
大和メンテナンス株式会社 殿
有限会社ヤマモトサービス 殿

（一社）静岡県フロン回収事業協会並びに

（一社）日本フロン回収事業協議会代表理事 
鳥波 益男 様

（一社）新潟県フロン回収事業協会代表理事 難波 昇一 様

（一社）福島県フロン回収事業協会代表理事 色摩 啓司 様

（一社）宮城県フロン回収事業協会代表理事 吉田 匡志 様

群馬県森林環境部環境局長 岩瀬 春男 様

群馬県森林環境部環境局環境保全課長 中島 穂泉 様

群馬県森林環境部環境局環境保全課補佐 金子 正明 様

群馬大学教育学部教授 西薗 大実 様

協同組合群馬県機械設備工業会理事長 串田 紀之 様



平成30年度 フロン協会員によるフロン類回収量等の集計結果

廃棄の際の回収量 修理（整備）の際の回収量
全体回収量 gk63.150,53 6,086.64kg

平成30年度当初に保管していた量 949.86kg 338.57kg

フロン類再生業者に引き渡した量 2,674.41kg 30.10kg

フロン破壊業者に引き渡した量 28,353.56kg 3,359.21kg

自ら再利用した量 1,148.97kg 17.10kg

第49条に規定する者に引き渡した量 2,560.28kg 2,522.05kg

平成30年度末に保管していた量 1,262.00kg 496.75kg

設置時充填量 設置以外充填量
gk96.115,13gk94.690,81 1.35

1.13

0.83

4.89

1.04

3.26

0.86

1.12

0.63

1.00

0.97

1.67

0.89

0.31

1.11

1.50

31号        2 　　　 号

前年比％前年比％

第16回通常総会並びに創立２０周年記念式典を開催

議案の
内容

第１号議案 平成30年度事業報告承認の件
第２号議案 平成30年度収支決算報告並びに監査報告とその承認の件
第３号議案 平成31年度事業計画（案）決定の件
第４号議案 平成31年度収支予算（案）決定の件
第５号議案 その他 大島前事務局長へ感謝状の贈呈

20年の歩み

総会の様子

感謝状贈呈

　令和元年５月２７日、ホテルメトロポリタン高崎において、第１６回通常総会並びに
創立２０周年記念式典を開催しました。
　総会では、開会のあいさつの後、議長に選出された藤田代表理事により直ちに議案
の審議に入り、慎重審議の結果すべての議案が原案どおり承認可決されました。
　本年度についても、フロン排出抑制法に基づき、地球温暖化防止及びオゾン層保護
のため、協会事業を通じフロン類の大気中への排出抑制に貢献することを経営方針と
し、フロン類の回収・破壊処理事業のほか、充填回収に携わる技術者の育成、フロン
漏洩排出削減に関わる”見える化”事業、啓発活動や情報発信などの事業計画が盛り
込まれました。
　なお、総会において、協会設立から今日まで事務局長としてご尽力いただいた大島
貞夫様の長年の労をねぎらい、藤田代表理事から感謝状が贈られました。

　休憩をはさんで開催された２０周年記念式典では、藤田代表理事のあいさつの後、
協会のフロン破壊処理に多大の貢献をされた会員の方々に、代表理事から感謝状が贈
呈されました。ご出席いただいたたくさんのご来賓から、ご祝辞を頂戴し、群馬大学教
授の西薗大実様には、当協会のこれまでの取り組みや今後の展望についてご講演いた
だきました。
　総会並びに記念式典終了後、別室において多数の参加者のもと記念パーティーが催
され、県環境局環境保全課中島穂泉課長のご挨拶と乾杯のご発声により開宴となり
大いに親睦を深める時間を過ごすことができました。

破壊量関係
有限会社アイエアー 殿
東金属株式会社 殿
栄伸工業有限会社 殿
エス・エー・シー有限会社 殿
群馬機工株式会社 殿
興和冷熱株式会社 殿
サンデンホールディングス株式会社 殿
有限会社ストウエアコン 殿

感謝状贈呈者（五十音順）

ご来賓の方々

建設新聞に掲載されました

破壊施設関係
株式会社環境総研 殿
管理センター関係
中央地区管理センター 株式会社ヤマト 殿
東地区管理センター 中西工業株式会社 殿
西地区管理センター 細谷工業株式会社 殿
南地区管理センター 
　　　　  藤田テクノ株式会社太田支店 殿

中西工業株式会社 殿
久松商事株式会社 殿
藤田テクノ株式会社 殿
星野管工株式会社 殿
細谷工業株式会社 殿
ＭＡＳＡテクノサービス株式会社 殿
大和メンテナンス株式会社 殿
有限会社ヤマモトサービス 殿

（一社）静岡県フロン回収事業協会並びに

（一社）日本フロン回収事業協議会代表理事 
鳥波 益男 様

（一社）新潟県フロン回収事業協会代表理事 難波 昇一 様

（一社）福島県フロン回収事業協会代表理事 色摩 啓司 様

（一社）宮城県フロン回収事業協会代表理事 吉田 匡志 様

群馬県森林環境部環境局長 岩瀬 春男 様

群馬県森林環境部環境局環境保全課長 中島 穂泉 様

群馬県森林環境部環境局環境保全課補佐 金子 正明 様

群馬大学教育学部教授 西薗 大実 様

協同組合群馬県機械設備工業会理事長 串田 紀之 様



3 　　　29号 号        

　当協会の会員によって冷凍空調機器の整備時や廃棄時に回収さ
れ、地区の管理センターに持ち込まれたフロンは回収容器ごと委託先
の破壊工場に運ばれて破壊が行われます。なお、委託先ではフロンの破
壊だけでなく、R22などの冷媒の再生事業も行っています。 
委託先：株式会社環境総研（埼玉県桶川市）

　オゾン層破壊や地球温暖化の影響が生じないようフロンを無害化するためには、破壊（分解し安全な物質に変えること）が必要
です。委託先の破壊工場では、「過熱蒸気反応法」という方法でフロンを分解（分解率は、99.9％以上）し、無害化処理をしています。

フロンの回収から破壊まで

回収容器の流れ

フロン協会員（フロン充填回収業者）

フロン破壊工場

毎週火曜日 回収容器

毎週水曜日 回収容器

残ガス容器

残ガス容器 翌週水曜日

中
央
地
区
管
理
セ
ン
タ
ー

西
地
区
管
理
セ
ン
タ
ー

東
地
区
管
理
セ
ン
タ
ー

南
地
区
管
理
セ
ン
タ
ー

フロン破壊システム 

ＣＦＣ，ＨＣＦＣ，ＨＦＣ

フロン 反応器
（850～1000℃）

中和反応

排水

排ガス

ガス洗浄塔

脱水後

中和生成物（CaF₂、CaCl₂）は、脱水の
のち、産業廃棄物として安全に処分さ
れます。

ガス洗浄塔では、反応器内でフロンの分解により生成したHF（フッ化水
素）やHCI（塩化水素）と噴霧されたCa(OH)₂（消石灰）との中和反応に
よって、CaF₂（フッ化カルシウム）やCaCl₂（塩化カルシウム）になります。 

破壊工場トラックへ積み込みの確認作業の様子

南地区管理センター担当者 　会員企業からの破壊依頼ボンベ確認

※上の図は（株）環境総研の資料を加工したものです。

HFやHClに分解

現段階でわかっている主な改正点は、次のとおりです。

義務者 改　正　法 現　行　法

廃棄等
実施者
（管理者）

・フロン回収済業務用冷凍空調機器(以下、機器)の廃棄等
後、一定期間記録　簿の保存を義務づけ

・フロン充填回収業者へのフロン類引渡義務違反は直罰

・廃棄等後に「引取証明書」の交付を受け保存

・保存義務違反は直罰

・機器引渡時に引取等実施者へ「引取証明書の写し」の交付
を義務づけ

・引取証明書写しの交付義務違反は直罰

・充填量回収量報告書の様式に確認証明をした状況につい
て追加

・引渡受託者を経由して回収を委託された場合、「引取証明
書」の送付先が廃棄等実施者に変更。引渡受託者には写
しを送付

・「引取証明書の写し」の交付なしでの機器（中古品、廃棄物
であることを問わない）の引受け

・機器の引渡時に、「引取証明書の写し」の交付義務

・「引取証明書の写し」の保存義務

・引取証明書写しの回付義務や保存義務違反は直罰

・廃棄等後には記録簿の保存義務なし

・県の命令に違反した場合に罰則

・「引取証明書（又は写し）」の３年間の保管義務

・県の命令に違反した場合に罰則

・規定なし

・規定なし

・確認証明書の発行は規定なし

・「引取証明書」の送付先は引渡受託書者で、
  廃棄等実施者には「引取証明書の写し」を送付

・規定なし 

・規定なし

・規定なし

・規定なし

フロン
充填回収
業者

新設

 引取等
 実施者

※この原稿の作成段階では、関係政省令が未公布のため詳細は未定です。関係政省令の公布、
　国の説明会の開催等を受け、県でも説明会を開催する予定です。

群馬県環境保全課より

フロン排出抑制法の一部改正について
群馬県 森林環境部 環境局 環境保全課 環境保全係　　

　フロン類が使用された業務用冷凍空調機器を廃棄する際のフロン回収率は、直近でも4割弱に止まっていました。
　こうした状況を受けて、平成31年2月に報告書「フロン類の廃棄時回収率向上に向けた対策の方向性について」(中央環境
審議会フロン小委員会等）が取りまとめられ、今回法改正されました。
　主な改正点の概要については、フロンてぃあ第30号を御参照ください。
　また、今回の改正により、フロン回収済みの業務用冷凍空調機器について、中古品や廃棄物として引き渡されたとしてもフ
ロン排出抑制法の規制の対象となりました。

破壊工場に搬入された回収容器

移充塡作業の様子（搬入された容器から100kg容器へフロンを移し替えます）

破壊後の中和生成物

フロンの破壊装置

過熱蒸気反応法方式によるフロン破壊の概略図

空気（O₂）

水蒸気（H₂O）

アルカリ
タンク
Ca（OH）₂
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　当協会の会員によって冷凍空調機器の整備時や廃棄時に回収さ
れ、地区の管理センターに持ち込まれたフロンは回収容器ごと委託先
の破壊工場に運ばれて破壊が行われます。なお、委託先ではフロンの破
壊だけでなく、R22などの冷媒の再生事業も行っています。 
委託先：株式会社環境総研（埼玉県桶川市）

　オゾン層破壊や地球温暖化の影響が生じないようフロンを無害化するためには、破壊（分解し安全な物質に変えること）が必要
です。委託先の破壊工場では、「過熱蒸気反応法」という方法でフロンを分解（分解率は、99.9％以上）し、無害化処理をしています。

フロンの回収から破壊まで

回収容器の流れ

フロン協会員（フロン充填回収業者）

フロン破壊工場

毎週火曜日 回収容器

毎週水曜日 回収容器

残ガス容器

残ガス容器 翌週水曜日
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フロン破壊システム 

ＣＦＣ，ＨＣＦＣ，ＨＦＣ

フロン 反応器
（850～1000℃）

中和反応

排水

排ガス

ガス洗浄塔

脱水後

中和生成物（CaF₂、CaCl₂）は、脱水の
のち、産業廃棄物として安全に処分さ
れます。

ガス洗浄塔では、反応器内でフロンの分解により生成したHF（フッ化水
素）やHCI（塩化水素）と噴霧されたCa(OH)₂（消石灰）との中和反応に
よって、CaF₂（フッ化カルシウム）やCaCl₂（塩化カルシウム）になります。 

破壊工場トラックへ積み込みの確認作業の様子

南地区管理センター担当者 　会員企業からの破壊依頼ボンベ確認

※上の図は（株）環境総研の資料を加工したものです。

HFやHClに分解

現段階でわかっている主な改正点は、次のとおりです。

義務者 改　正　法 現　行　法

廃棄等
実施者
（管理者）

・フロン回収済業務用冷凍空調機器(以下、機器)の廃棄等
後、一定期間記録　簿の保存を義務づけ

・フロン充填回収業者へのフロン類引渡義務違反は直罰

・廃棄等後に「引取証明書」の交付を受け保存

・保存義務違反は直罰

・機器引渡時に引取等実施者へ「引取証明書の写し」の交付
を義務づけ

・引取証明書写しの交付義務違反は直罰

・充填量回収量報告書の様式に確認証明をした状況につい
て追加

・引渡受託者を経由して回収を委託された場合、「引取証明
書」の送付先が廃棄等実施者に変更。引渡受託者には写
しを送付

・「引取証明書の写し」の交付なしでの機器（中古品、廃棄物
であることを問わない）の引受け

・機器の引渡時に、「引取証明書の写し」の交付義務

・「引取証明書の写し」の保存義務

・引取証明書写しの回付義務や保存義務違反は直罰

・廃棄等後には記録簿の保存義務なし

・県の命令に違反した場合に罰則

・「引取証明書（又は写し）」の３年間の保管義務

・県の命令に違反した場合に罰則

・規定なし

・規定なし

・確認証明書の発行は規定なし

・「引取証明書」の送付先は引渡受託書者で、
  廃棄等実施者には「引取証明書の写し」を送付

・規定なし 

・規定なし

・規定なし

・規定なし

フロン
充填回収
業者

新設

 引取等
 実施者

※この原稿の作成段階では、関係政省令が未公布のため詳細は未定です。関係政省令の公布、
　国の説明会の開催等を受け、県でも説明会を開催する予定です。

群馬県環境保全課より

フロン排出抑制法の一部改正について
群馬県 森林環境部 環境局 環境保全課 環境保全係　　

　フロン類が使用された業務用冷凍空調機器を廃棄する際のフロン回収率は、直近でも4割弱に止まっていました。
　こうした状況を受けて、平成31年2月に報告書「フロン類の廃棄時回収率向上に向けた対策の方向性について」(中央環境
審議会フロン小委員会等）が取りまとめられ、今回法改正されました。
　主な改正点の概要については、フロンてぃあ第30号を御参照ください。
　また、今回の改正により、フロン回収済みの業務用冷凍空調機器について、中古品や廃棄物として引き渡されたとしてもフ
ロン排出抑制法の規制の対象となりました。

破壊工場に搬入された回収容器

移充塡作業の様子（搬入された容器から100kg容器へフロンを移し替えます）

破壊後の中和生成物

フロンの破壊装置

過熱蒸気反応法方式によるフロン破壊の概略図
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